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平成２９年第１回宮崎市議会（３月定例会）

提出案件一覧

１ 件数

議 案 ６３ 件

報 告 １１ 件

合 計 ７４ 件

２ 内訳

（１）議案（６３件）

①平成２９年度当初予算案（１７件） ⇒ 議案第 １号～議案第１７号

②平成２８年度補正予算案（１６件） ⇒ 議案第１８号～議案第３３号

③辺地に係る総合整備計画の策定（２件） ⇒ 議案第３４号・議案第３５号

④辺地に係る総合整備計画の変更（１件） ⇒ 議案第３６号

⑤議決事項の一部変更（工事委託契約）（１件）⇒ 議案第３７号

⑥特定事業契約の締結（１件） ⇒ 議案第３８号

⑦市道路線の廃止（１件） ⇒ 議案第３９号

⑧市道路線の認定（１件） ⇒ 議案第４０号

⑨包括外部監査契約の締結（１件） ⇒ 議案第４１号

⑩条例案（２２件） ⇒ 議案第４２号～議案第６３号

（２）報告（１１件）

①専決処分の報告（１１件） ⇒ 報告第１号～報告第１１号

・ 訴訟上の和解（１件）

・ 和解及び損害賠償の額を定めること （１０件）

平成29年2月20日

議会運営委員会資料

平成29年2月20日

議会運営委員会資料
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３ 議案の概要

平成２９年度当初予算案（１７件）

《一般会計》

議案第 １ 号 平成２９年度宮崎市一般会計予算案 【財政課（予算担当課）】

《特別会計》

議案第 ２ 号 平成２９年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計予算案

議案第 ３ 号 平成２９年度宮崎市国民健康保険特別会計予算案

議案第 ４ 号 平成２９年度宮崎市後期高齢者医療特別会計予算案

議案第 ５ 号 平成２９年度宮崎市公園墓地特別会計予算案

議案第 ６ 号 平成２９年度宮崎市卸売市場特別会計予算案

議案第 ７ 号 平成２９年度宮崎市用地取得特別会計予算案

議案第 ８ 号 平成２９年度宮崎市母子父子寡婦福祉資金特別会計予算案

議案第 ９ 号 平成２９年度宮崎市介護保険特別会計予算案

議案第１０号 平成２９年度宮崎市公設合併処理浄化槽事業特別会計予算案

議案第１１号 平成２９年度宮崎市宅地造成事業特別会計予算案

議案第１２号 平成２９年度宮崎市公債管理特別会計予算案

【財政課（予算担当課）】

《企業会計》

議案第１３号 平成２９年度宮崎市水道事業会計予算案

議案第１４号 平成２９年度宮崎市工業用水道事業会計予算案

議案第１５号 平成２９年度宮崎市公共下水道事業会計予算案

議案第１６号 平成２９年度宮崎市農業集落排水事業会計予算案

【上下水道局 管理部 財務課】

議案第１７号 平成２９年度宮崎市田野病院事業会計予算案

【保健医療課】

別添「平成２９年度当初予算案のポイント」「平成２９年度当初予算案の概要」のとおり
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平成２８年度補正予算案（１６件）

《一般会計》

議案第１８号 平成２８年度宮崎市一般会計補正予算（第６号）案

【財政課（予算担当課）】

《特別会計》

議案第１９号 平成２８年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計補正予算（第３号）案

議案第２０号 平成２８年度宮崎市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案

議案第２１号 平成２８年度宮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）案

議案第２２号 平成２８年度宮崎市公園墓地特別会計補正予算（第２号）案

議案第２３号 平成２８年度宮崎市卸売市場特別会計補正予算（第２号）案

議案第２４号 平成２８年度宮崎市介護保険特別会計補正予算（第４号）案

議案第２５号 平成２８年度宮崎市公設合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）

案

議案第２６号 平成２８年度宮崎市宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）案

議案第２７号 平成２８年度宮崎市公債管理特別会計補正予算（第１号）案

【財政課（予算担当課）】

《企業会計》

議案第２８号 平成２８年度宮崎市水道事業会計補正予算（第２号）案

議案第２９号 平成２８年度宮崎市簡易水道事業会計補正予算（第２号）案

議案第３０号 平成２８年度宮崎市工業用水道事業会計補正予算（第１号）案

議案第３１号 平成２８年度宮崎市公共下水道事業会計補正予算（第４号）案

議案第３２号 平成２８年度宮崎市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）案

【上下水道局 管理部 財務課】

議案第３３号 平成２８年度宮崎市田野病院事業会計補正予算（第１号）案

【保健医療課】

別添「平成２８年度３月補正予算案概要」のとおり
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議案第３４号 堀 口辺地に係る総合整備計画の策定について 【企画政策課】
ほりぐち

◇提案理由

堀口辺地に係る総合整備計画を策定するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、本案を提出するもの。

◇総合整備計画書の内容

（１）概況 人口 ６２人 面積 ３．６ｋ㎡

（２）位置 田野町乙 字 鷹ノ巣、大松ケ尾、弓場ノ後、鳶ノ巣、下尾谷、

地蔵原、中野、蛇ケ谷、豆野

（地域の中心の位置 田野町乙１１８９０番地１）

（３）辺地度点数 １６６点

（４）公共的施設の整備計画 平成２９年度から平成３３年度まで（単位：千円）

施設名
事業

主体名
事業費

財源内容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

市道 宮崎市 65,000 65,000 65,000

合計 65,000 65,000 65,000
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議案第３５号 灰ケ野辺地に係る総合整備計画の策定について 【企画政策課】
はいが の

◇提案理由

灰ケ野辺地に係る総合整備計画を策定するため、辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、本案を提出するも

の。

◇総合整備計画書の内容

（１）概況 人口 ６５人 面積 ０．９ｋ㎡

（２）位置 田野町乙 字 灰ケ野、堀ノ下

（地域の中心の位置 田野町乙１２７６３番地６）

（３）辺地度点数 １５２点

（４）公共的施設の整備計画 平成２９年度から平成３３年度まで（単位：千円）

施設名
事業

主体名
事業費

財源内容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

市道 宮崎市 80,000 80,000 80,000

合計 80,000 80,000 80,000
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議案第３６号 和石辺地に係る総合整備計画の変更について 【企画政策課】
よれし

◇提案理由

和石辺地に係る総合整備計画を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定

により、本案を提出するもの。

◇変更内容

平成２８年３月定例会（議案第３５号）で可決された「和石辺地に係る総合整備計画」

について、「和石 東 １号線（和石橋）」の橋梁整備を追加するもの。
よれしひがし よれしばし

※事業費 変更前 ８０，０００千円

変更後 １０５，０００千円

◇総合整備計画書（第一次変更）の内容

（１）概況 人口 ９０人 面積 ２．７ｋ㎡

（２）位置 高岡町内山 字 西山、東和石、西和石、徳右衛門釜、八ノ久保、

水神迫、入込、小屋尾、立石、前田

（地域の中心の位置 高岡町内山３６２１番地）

（３）辺地度点数 １３２点

（４）公共的施設の整備計画 平成２８年度から平成３２年度まで（単位：千円）

施設名
事業

主体名
事業費

財源内容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

市道 宮崎市 105,000 105,000 105,000

合計 105,000 105,000 105,000
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議案第３７号 「工事委託契約の締結について」の議決事項の一部変更について

【市街地整備課】

◇提案理由

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

議決された事項の一部を変更いたしたく、本案を提出するもの。

◇変更事項

「３ 契約の金額 ２４８，５４９，０４０円」を

「３ 契約の金額 １８０，３６２，１６０円」に変更する。

（６８，１８６，８８０円の減額）

◇変更理由

１ 施工工程及び工法の見直しにより、掘削後の仮設法面保護工が不要となったこと

による減額

２ 国土交通省の工事発注に伴い、入札残額が発生したことによる減額

※議決内容（平成２８年６月定例会 議案第７６号）

１ 工事名 昭和通線（小戸之橋）整備事業に伴う右岸側橋台（Ａ２橋台）

新築工事

２ 契約の方法 随意契約

３ 契約の金額 ２４８，５４９，０４０円

４ 契約の相手方 福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号

国土交通省 九州地方整備局

契約担当官

九州地方整備局長 小平田 浩司
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議案第３８号 特定事業契約の締結について 【廃棄物対策課】

◇提案理由

特定事業契約の締結について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律第１２条の規定により、本案を提出するもの。

◇契約の目的

宮崎市公設浄化槽整備推進事業

◇契約の方法

随意契約（公募型プロポーザル方式）

◇契約の金額

２，３７６，０００，０００円

◇契約の相手方

宮崎市日ノ出町２５３番地

ＰＦＩ浄化槽宮崎株式会社

代表取締役 石川 武則

◇事業の概要

１ 主な内容

（１）整備区域における宮崎市公設合併処理浄化槽条例に基づく公設合併処理浄化

槽の設置業務

（２）本事業で設置される浄化槽及び既に公設合併処理浄化槽事業として設置され

た３０人槽までの浄化槽の維持管理業務

２ 整備区域 市内全域（公共下水道事業計画区域及び農業集落排水施設の処理区域

を除く）

３ 契約期間 平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日まで（１０年間）
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議案第３９号 市道路線の廃止について 【道路維持課】

議案第４０号 市道路線の認定について 【道路維持課】

議案第４１号 包括外部監査契約の締結について 【監査事務局】

◇提案理由

包括外部監査契約の締結について、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、

本案を提出するもの。

◇契約の概要

（１）契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

（２）契約の始期 平成２９年４月１日

（３）契約の金額 １０，２７０，０００円を上限とする額

（４）費用の支払方法 監査の結果に関する報告書提出後一括払い

（５）契約の相手方 弁護士

◇提案理由

当該路線を廃止することについて、道路法第１０条第３項において準用する第８条第

２項の規定により、本案を提出するもの。

◇廃止路線合計

（１）事業関係

吉村通線整備事業ほか 3路線 2,356.0ｍ

計 3路線 2,356.0ｍ

◇提案理由

一般の交通の用に供するため、当該路線を市道に認定することについて、道路法第８

条第２項の規定により、本案を提出するもの。

◇認定路線合計

（１）事業関係

吉村通線整備事業ほか 13路線 6,313.2ｍ

（２）開発行為関係 11路線 1,003.6ｍ

（３）地元申請関係 5路線 658.2ｍ

計 29路線 7,975.0ｍ
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議案第４２号から議案第６３号まで 条例案（２２件）

議案第４２号 宮崎市事務分掌条例の一部改正について 【人事課】

議案第４３号 宮崎市個人情報保護条例等の一部改正について【総務法制課・情報政策課】

◇提案理由

分掌事務の見直しに伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

分掌事務について（第２条）

（１） 総務部 「庁舎に関する事項」を追加する。

（２） 地域振興部 「スポーツに関する事項（学校における体育に関する事項を除

く。）」を観光商工部へ移管する。

（３） 福祉部 「母子の保健に関する事項」を追加する。

◇施行期日

平成２９年４月１日

◇提案理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「マ

イナンバー法」という。）の改正に伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

１ 「宮崎市個人情報保護条例」の一部改正（第１条）

マイナンバー法の改正に伴い、関係条文の条ずれの改正を行う。

２ 「宮崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例」の一部改正（第２条）

個人情報を訂正した場合の通知先に「条例事務関係情報照会者」及び「条例事務関係

情報提供者」を追加する。

３ 「宮崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の一部改正（第３

条）

マイナンバー法の改正に伴い、関係条文の号ずれの改正を行う。

◇施行期日

平成２９年５月３０日
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議案第４４号 宮崎市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 【人事課】

◇提案理由

地方公務員法第２６条の２の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を

定めるため。

◇主な内容

１ 修学部分休業の承認（第２条）

任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職

員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績

その他の事情を考慮した上で、教育施設における修学のため、当該職員が１週間の勤務

時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

２ 修学部分休業の期間（第３条）

修学部分休業の期間は、最長で２年とする。

３ 教育施設（第４条）

修学部分休業の対象となる教育施設は、次のとおりとする。

（１） 学校教育法第８３条に規定する大学（当該大学に置かれる同法第９１条に規

定する専攻科及び同法第９７条に規定する大学院を含む。）

（２） 学校教育法第１０８条に規定する短期大学

（３） 学校教育法第１１５条に規定する高等専門学校

（４） 学校教育法第１２４条に規定する専修学校

（５） 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校

（６） 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして任命権者が認めるも

の

４ 修学部分休業取得中の給与（第８条）

職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間に応じて、給与を減額して支

給する。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第４５号 宮崎市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 【人事課】

◇提案理由

地方公務員法第２６条の３の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項

を定めるため。

◇主な内容

１ 高齢者部分休業の承認（第２条）

任命権者は、５５歳以上の職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと

認めるときは、当該申請をした職員の申請理由その他の事情を考慮した上で、当該職員

の定年退職日までの期間中、当該職員が１週間の勤務時間の一部について勤務しないこ

とを承認することができる。

２ 高齢者部分休業取得中の給与（第６条）

職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間に応じて、給与を減額して

支給する。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第４６号 宮崎市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 【人事課】

◇提案理由

地方公務員法第２６条の５の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項

を定めるため。

◇主な内容

１ 自己啓発等休業の承認（第２条）

任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職

員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績

その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業を承認

することができる。

２ 自己啓発等休業の期間（第３条）

自己啓発等休業の期間は、次のとおりとする。

（１） 大学等課程の履修のための休業 最長２年（任命権者が定める場合は３年）

（２） 国際貢献活動のための休業 最長３年

３ 大学等教育施設（第４条）

自己啓発等休業の対象となる大学等課程の履修を行う教育施設は、次のとおりとする。

（１） 学校教育法第８３条に規定する大学（当該大学に置かれる同法第９１条に規

定する専攻科及び同法第９７条に規定する大学院を含む。）

（２） 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、大学又は大

学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設（自己啓発等休業

をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。）

（３） （１）及び（２）に掲げる教育施設に相当する外国の大学

（４） （１）から（３）までに掲げるもののほか、これらに準ずるものとして任命権

者が認めるもの

４ 奉仕活動（第５条）

自己啓発等休業の対象となる国際協力の促進に資する外国における奉仕活動（国際貢

献活動）は、次のとおりとする。

（１） 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第１３条第１項第

４号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活

動（国内における訓練その他の準備行為を含む。）

（２） （１）に掲げるもののほか、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動

のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第４７号 宮崎市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 【人事課】

◇提案理由

地方公務員法第２６条の６の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項

を定めるため。

◇主な内容

１ 配偶者同行休業の承認（第２条）

任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、

当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休

業をすることを承認することができる。

２ 配偶者同行休業の期間（第３条）

配偶者同行休業の期間は、最長で３年とする。

３ 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由（第４条）

配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由は、次のとおりとする。

（１） 外国での勤務

（２） 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において

行うもの

（３） 学校教育法による大学に相当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含む。）

であって外国に所在するものにおける修学（（１）及び（２）に該当するものを

除く。）

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第４８号 宮崎市職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 【人事課・上下水道局 管理部 総務課】

議案第４９号 宮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 【人事課（健康支援課）】

◇提案理由

宮崎市職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

１ 「宮崎市職員定数条例」の一部改正（第１条）

自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている職員を職員の定数に含まないものと

する。

２ 「宮崎市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例」の一部改正（第２条）

３ 「宮崎市上下水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例」の一部改正（第３条）

２及び３について、休業中の職員の給与は、次のとおりとする。

（１） 職員が修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間

に応じて、給与を減額して支給する。

（２） 職員が自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認を受けて勤務しない期間は、

給与を支給しない。

◇施行期日

平成２９年４月１日

◇提案理由

小児慢性特定疾病審査会委員の報酬及び費用弁償を定めるため。

◇主な内容

小児慢性特定疾病審査会委員の報酬（日額１０，０００円）及び費用弁償を定める。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第５０号 宮崎市税条例等の一部改正について 【納税管理課】

◇提案理由

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

１ 軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に係る改正（第１条）

一定の環境性能を有する軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負

荷の小さい車両に対する軽自動車税の現行の税率軽減措置を１年間延長し、平成２９年

度まで適用する。具体的には、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに新

規取得した一定の環境性能を有する軽自動車（三輪・四輪乗用・四輪貨物で新車に限る。）

のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両に対して、平成２９

年度分の軽自動車税の税率を軽減する。

２ 法人市民税法人税割の税率引下げの施行日の変更に係る改正（第２条）

平成２８年度税制改正による地方税法の改正に伴い一部改正を行った法人市民税法人

税割の税率引下げの改正規定の施行日（平成２９年４月１日）を、平成３１年１０月１

日に変更する。

◇施行期日

平成２９年４月１日（２は公布の日）
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議案第５１号 宮崎市手数料条例の一部改正について 【建築指導課】

◇提案理由

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、手数料の新設を行う

等のため。

◇主な内容

建築物エネルギー消費性能向上確保計画（変更）の判定及び完了検査に係る手数料を

新設する。

手数料の

名称

手数料の額

建築物１棟につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

適合義務対象部分の床面積（㎡） 金額（円）

建築物に

関する完

了検査手

数料

建築物エネルギー消費性能

基準に係る検査を行う必要

がある場合（基本額（現行

の手数料）に加算）

500以内

500を超え1,000以内

1,000を超え2,000以内

2,000を超え10,000以内

10,000を超え50,000以内

50,000超

4,000

6,000

8,000

17,000

31,000

49,000

建築物エ

ネルギー

消費性能

確保計画

適合性判

定手数料

標準入力法・主要室入力法

により審査する場合

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

358,000

510,000

628,000

742,000

846,000

モデル建物法により審査す

る場合

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

142,000

230,000

300,000

360,000

422,000

建築物エ

ネルギー

消費性能

確保変更

計画適合

性判定等

手数料

床面積

を増加

しよう

とする

変更

標準入力法・主要

室入力法により審

査する場合

300未満

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

221,000

358,000

510,000

628,000

742,000

846,000

モデル建物法によ

り審査する場合

300未満

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

85,000

142,000

230,000

300,000

360,000

422,000
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議案第５２号 宮崎市公民館条例の一部改正について 【地域コミュニティ課】

議案第５３号 宮崎市障がい者体育センター条例の一部改正について 【障がい福祉課】

◇施行期日

平成２９年４月１日

床面積

を増加

しよう

とする

変更以

外の変

更

標準入力法・主要

室入力法により審

査する場合

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

179,000

255,000

314,000

371,000

423,000

モデル建物法によ

り審査する場合

300以上2,000未満

2,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上

71,000

115,000

150,000

180,000

211,000

◇提案理由

宮崎市大久保学習センターの用途廃止を行うため。

◇主な内容

（仮称）清武地区公立公民館建設事業による建替えに伴い、宮崎市大久保学習センタ

ー（宮崎市清武町今泉甲２６９４番地３）を廃止する。

◇施行期日

平成２９年６月１日

◇提案理由

附属設備及び備品の使用料について、規則で定めることとするため。

◇主な内容

放送設備及び備品の使用料について定めている項目を別表から削除する。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第５４号 宮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部改正について 【介護保険課】

◇提案理由

介護保険法等の改正に伴い、所要の改正を行う等のため。

◇主な内容

１ 「宮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例」の一部改正（第１条）

「地域密着型通所介護」についての基準を定める。（経過措置により、条例で当該基準

を定めるまでの間は、省令で定める基準をもって、条例で定められた基準とみなされて

いた。）

２ 「宮崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」

の一部改正（第２条）

３ 「宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する

条例」の一部改正（第３条）

４ 「宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する

条例の一部を改正する条例附則第２条第１項及び第３条第１項の規定によりなおその

効力を有するものとされた宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営等の基準等に関する条例」の一部改正（第４条）

５ 「宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」の一部改正（附則第２項）

６ 「宮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等

に関する条例」の一部改正（附則第３項）

２から６までは、省令の規定を引用していた部分について、１の改正で新設した条例

の規定を引用する改正等を行う。

◇施行期日

平成２９年３月３１日
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議案第５５号 宮崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例の一部改正について 【障がい福祉課】

◇提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行う

ため。

◇主な内容

１ 賃金及び工賃（第１８０条）

（１） 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に

係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の

総額以上となるようにしなければならない（第２項）。

（２） 賃金及び工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充て

てはならない（第６項）。

２ 運営規程（第１８４条の２）

指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに定めておかなければならない運営規程に関する規

定を新設する。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第５６号 宮崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正について 【障がい福祉課】

◇提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サー

ビス事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

１ 運営規程（第７１条の２）

就労継続支援Ａ型事業所ごとに定めておかなければならない運営規程に関する規定を

新設する。

２ 賃金及び工賃（第７９条）

就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるように

しなければならない（第２項）。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第５７号 宮崎市小規模給水施設の設置等に関する条例の制定について

【生活安全課】

◇提案理由

小規模給水施設の設置、供給条件等について必要な事項を定めるため。

◇主な内容

１ 趣旨（第１条）

宮崎市小規模給水施設の設置並びに給水についての料金、給水装置工事の費用負担そ

の他の供給条件及び給水の適正な保持に関する事項（以下「供給条件等」という。）に

ついて必要な事項を定めるものとする。

２ 設置（第２条）

生活用水その他の浄水を市民に供給するため、宮崎市小規模給水施設（以下「小規模

給水施設」という。）を設置する。

３ 名称等（第３条）

（１） 小規模給水施設の名称、給水区域及び１日最大給水量は、次のとおりとする。

（２） 市長は、給水区域及び１日最大給水量を定めたときは、これを告示するもの

とする。これを変更したときも、同様とする。

４ 供給条件等（第４条）

小規模給水施設の供給条件等については、宮崎市水道事業給水条例の例による。

◇施行期日

平成２９年４月１日（経過措置の規定あり）

名称 給水区域 １日最大給水量

天神小規模給水施設 宮崎市田野町乙のうち

市長が定める区域

３立方メートルの範囲内で

市長が定める量

持田小規模給水施設 宮崎市田野町甲のうち

市長が定める区域

１立方メートルの範囲内で

市長が定める量
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議案第５８号 宮崎市公設合併処理浄化槽条例の一部改正について 【廃棄物対策課】

議案第５９号 宮崎市立集会所条例の廃止について 【工業政策課】

議案第６０号 宮崎市森林公園条例の一部改正について 【森林水産課】

◇提案理由

公設合併処理浄化槽を設置する住宅の範囲を変更する等のため。

◇主な内容

市が公設合併処理浄化槽を設置する住宅について、居住の用に供する建物と定義して

いたものを、個人が自己の居住の用に供する建築物と定義し直す。

浄化槽の処理人員を５０人から３０人に変更する。

◇施行期日

平成２９年７月１日（経過措置の規定あり）

◇提案理由

宮崎市立緑ケ丘集会所及び宮崎市立飛江田集会所の用途廃止を行うため。

◇主な内容

宮崎市立緑ケ丘集会所（宮崎市大字赤江字飛江田１４８５番地１）及び宮崎市立飛江

田集会所（宮崎市大字赤江字飛江田６５１番地２）を廃止する。

◇施行期日

平成２９年４月１日

◇提案理由

椿山キャンプ場の用途廃止を行うため。

◇主な内容

宮崎市椿山森林公園（宮崎市大字鏡洲４３４３番地１）のキャンプ場を廃止する。

◇施行期日

平成２９年４月１日



- 24 -

議案第６１号 宮崎市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

【上下水道局 水道部 水道整備課】

議案第６２号 宮崎市農業集落排水処理施設条例の一部改正について

【上下水道局 下水道部 下水道整備課】

◇提案理由

簡易水道事業を廃止するため。

◇主な内容

１ 水道事業への統合等による簡易水道事業（飲料水供給施設を含む。）の廃止

簡易水道事業（飲料水供給施設を含む。）の規定について削除する。

２ その他（附則による改正）

（１） 「宮崎市水道事業給水条例」の一部改正

（２） 「宮崎市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例」の一部

改正

◇施行期日

平成２９年４月１日

◇提案理由

宮崎市跡江地区農業集落排水処理施設の用途廃止を行うため。

◇主な内容

１ 宮崎市跡江地区農業集落排水処理施設の用途廃止

別表に規定している宮崎市跡江地区農業集落排水処理施設の名称と位置を削除する。

２ その他（附則による改正）

「宮崎市下水道条例」及び「宮崎市公共下水道事業分担金徴収条例」に、１の用途廃

止に伴う経過措置を設ける。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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議案第６３号 宮崎市消防団員の任用、給与、分限、懲戒、服務等に関する条例の一部改

正について 【消防局 総務課】

◇提案理由

消防団員の任用の要件を変更する等のため。

◇主な内容

本市に居住する者に加えて、本市の区域内に勤務する者及び通学する者も任用できる

こととする。

◇施行期日

平成２９年４月１日
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４ 報告の概要

報告第１号～報告第１１号 専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分について、議会に報告するもの。

（１）訴訟上の和解についての専決処分

報告第１号 専決処分の報告について 【人事課】

◇事件の表示

宮崎地方裁判所 平成２８年（ワ）第８９号 損害賠償請求事件

◇請求の要旨

１ 被告市及び乙は、原告甲に対し、連帯して慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する

遅延損害金を支払え。

２ 訴訟費用は、被告市及び乙の負担とする。

◇事件の概要

平成２４年１０月頃から同２５年２月までの間、市の職員である乙が職場において、

同僚の職員である甲に対してセクシュアル・ハラスメントを行い、甲に精神的苦痛等の

損害が生じた。

◇和解の内容

１ 原告甲は、被告市に対するその余の請求及び本件に関し和解日以降に発生する可能

性のある各損害（後遺障害による各損害を含む。）に係る被告市に対する損害賠償請

求権を放棄する。

２ 原告甲及び被告市は、原告甲と被告市との間に、本件に関し、本和解条項に定める

もののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

３ 被告市及び被告乙は、被告市と被告乙との間に、本件に関し、本和解条項に定める

もののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

４ 訴訟費用は各自の負担とする。
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（２）和解及び損害賠償の額を定めることに係る専決処分（公用車運転中の事故等）

報告第２号～報告第１１号 専決処分の報告について

【報告第２号】 【国保収納課】

《事故の概要》 市の原動機付自転車と甲の小型自動車が衝突し、市の原動機付自転

車が転倒した際、停車中の乙の普通自動車に接触し、市、甲及び乙の

車両破損が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年８月１日

《事故の場所》 宮崎市松橋２丁目４１番先道路上

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 ２，５７４円（市が甲に対して）

車両損害に係る賠償 ２０，１４８円（市が乙に対して）

《過失の割合》 市３０％、甲７０％、乙０％

【報告第３号】 【社会福祉課】

《事故の概要》 市の軽自動車と相手方の軽自動車が接触し、双方の車両破損が生じ

たもの。

《事故発生日》 平成２８年１０月３１日

《事故の場所》 宮崎市橘通東１丁目５番８号先交差点内

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 ３０，３４１円（相手方が市に対して）

《過失の割合》 市５０％ 相手方５０％

【報告第４号】 【社会福祉課】

《事故の概要》 相手方の運転する軽自動車に市の軽自動車が追突し、相手方の人身

傷害が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年１１月９日

《事故の場所》 宮崎市大字恒久８９５番地２先道路上

《損害賠償額》 人身傷害に係る賠償 ９０，１５８円（市が相手方に対して）

【報告第５号】 【健康支援課】

《事故の概要》 市の軽自動車が相手方のブロック塀に接触し、ブロック塀の一部が

破損したもの。

《事故発生日》 平成２８年１０月２５日

《事故の場所》 宮崎市吉村町今村甲４１９３番地

《損害賠償額》 損害に係る賠償 ２７，０００円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市１００％



- 28 -

【報告第６号】 【道路維持課】

《事故の概要》 相手方が自転車で走行中に、歩道の側溝の蓋の隙間に前輪がはまっ

て転倒し、相手方の人身傷害及び車両破損が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年９月３０日

《事故の場所》 宮崎市大字本郷北方２２９４番地１先道路上

《損害賠償額》 人身傷害に係る賠償 １，４４０円（市が相手方に対して）

車両損害に係る賠償 １２，０００円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市８０％、相手方２０％

【報告第７号】 【佐土原総合支所 農林水産課】

《事故の概要》 市が所有する用水路からあふれた水が流入したことにより、地盤が

緩むなどし、相手方のブロック塀が倒壊したもの。

《事故発生日》 平成２８年９月１９日頃

《事故の場所》 宮崎市佐土原町東上那珂１５９１５番地２

《損害賠償額》 損害に係る賠償 ５５４，８５０円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市１００％

【報告第８号】 【教育委員会 企画総務課】

《事故の概要》 仮設駐輪場付近の駐車場に駐車していた相手方の軽自動車に、同駐

輪場の自転車が倒れて当たり、相手方の車両破損が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年７月２８日

《事故の場所》 宮崎市大字本郷南方５４６０番地 市立本郷中学校敷地内

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 １１０，０００円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市１００％

【報告第９号】 【人事課】

《事故の概要》 市職員の運転する原動機付自転車に相手方の軽自動車が追突し、市

職員の人身傷害が生じたもの。

《事故発生日》 平成２５年４月３０日

《事故の場所》 宮崎市大工２丁目２番地先道路上

《損害賠償額》 人身傷害に係る賠償 ７２９，６２４円（相手方が市に対して）

（地方公務員災害補償法の規定に基づき、市が代位取得した市職員の

相手方に対する人身傷害に係る損害賠償請求権）

《過失の割合》 市職員５０％、相手方５０％
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【報告第１０号】 【教育委員会 企画総務課】

《事故の概要》 駐車中の相手方の軽自動車に市立中学校の生徒が部活動中に打った

野球ボールが当たり、相手方の車両破損が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年６月１１日

《事故の場所》 宮崎市佐土原町下田島２０３０５番地１２ 市立広瀬中学校敷地内

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 ９６，９７３円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市１００％

【報告第１１号】 【教育委員会 企画総務課】

《事故の概要》 市がせん定した木の枝が駐車中の相手方の普通自動車の上に落下

し、相手方の車両破損が生じたもの。

《事故発生日》 平成２８年１０月１３日

《事故の場所》 宮崎市橘通西５丁目６番３７号 市立江平小学校敷地内

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 １７５，０００円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市１００％


